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【 請 求 項 １ 】
 　 左 右 方 向 に 離 れ た ２ つ の 指 標 を 備 え た 指 標 板 を 固 定 し た 眼 鏡 を 被 測 定 者 に 装 着 し 、 前
記 指 標 板 か ら 所 定 距 離 離 れ た 位 置 に カ メ ラ を 配 置 し 、 被 測 定 者 が 前 記 カ メ ラ 近 傍 を 注 視 し
た 状 態 で 被 測 定 者 を 撮 影 し 、 撮 影 画 像 上 に お け る 被 測 定 者 の 左 右 の 瞳 孔 間 の 見 掛 け 距 離 を
測 定 し 、 以 下 の 式 (１ )に 基 づ い て 被 測 定 者 の 瞳 孔 間 距 離 Ｐ Ｄ を 求 め る こ と を 特 徴 と す る 瞳
孔 距 離 測 定 方 法 。
　  Ｐ Ｄ ＝ [(Ａ ＋ Ｂ )× Ｃ × Ｅ ]／ (Ａ × Ｄ )… (１ )
　 た だ し 、
   Ａ ： 前 記 指 標 板 か ら 前 記 カ メ ラ ま で の 距 離 、
　  Ｂ ： 被 測 定 者 の 眼 球 回 旋 中 心 か ら 指 標 板 ま で の 距 離 、
 　 Ｃ ： 左 右 の 眼 球 回 旋 中 心 を 結 ぶ 直 線 と 平 行 な 方 向 に お け る 実 際 の 指 標 間 距 離 、
　  Ｄ ： 撮 影 画 像 上 で の 左 右 の 眼 球 回 旋 中 心 を 結 ぶ 直 線 と 平 行 な 方 向 に お け る 指 標 間 の 見
掛 け 距 離 、
　  Ｅ ： 撮 影 画 像 上 で の 被 測 定 者 の 左 右 の 瞳 孔 間 の 見 掛 け 距 離 で あ る 。
【 請 求 項 ２ 】
   左 右 方 向 に 沿 っ て 距 離 目 盛 が 形 成 さ れ た ス ケ ー ル 板 を 固 定 し た 眼 鏡 を 被 測 定 者 に 装 着
し 、 前 記 指 標 板 か ら 所 定 距 離 離 れ た 位 置 に カ メ ラ を 配 置 し 、 被 測 定 者 が 前 記 カ メ ラ 近 傍 を
注 視 し た 状 態 で 被 測 定 者 を 撮 影 し 、 撮 影 画 像 上 で 前 記 ス ケ ー ル 板 の 目 盛 を 利 用 し て 前 記 ス
ケ ー ル 板 の 位 置 を 基 準 に し た 瞳 孔 間 の 距 離 を 測 定 し 、 以 下 の 式 (６ )に 基 づ い て 被 測 定 者 の
瞳 孔 間 距 離 Ｐ Ｄ を 求 め る こ と を 特 徴 と す る 瞳 孔 距 離 測 定 方 法 。
   Ｐ Ｄ ＝ ｛ （ Ａ ＋ Ｂ ） × Ｆ ｝ ／ Ａ   … （ ６ ）
　 た だ し 、
   Ａ ： 前 記 指 標 板 か ら 前 記 カ メ ラ ま で の 距 離 、
　  Ｂ ： 被 測 定 者 の 眼 球 回 旋 中 心 か ら 指 標 板 ま で の 距 離 、
　  Ｆ ： 前 記 ス ケ ー ル 板 の 目 盛 を 利 用 し て 測 定 さ れ た 前 記 ス ケ ー ル 板 の 位 置 を 基 準 に し た
瞳 孔 間 の 距 離 で あ る 。
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